
　土木調査課に提出してください。

　関係各課と現地調査などを行った上で、意見をとりまとめ、その可否について回答

　いたします。

「可」であれば、同意関係や測量・登記関係などの条件が満たされた後、払下げの

　手続きを行います。

【同意関係】

①対象地を用途廃止することについて、隣接する土地所有者など利害関係人の同意が

　必要となります。

②払下げを受けることができるのは、対象地に面する土地所有者となりますので、申

　請人の買受けにあたり、対象地に面する他の土地所有者の同意が必要となります。

　また、他の土地所有者も払下げを希望する場合は、双方で協議していただきます。

③現状有姿で払下げを受けることの承諾が必要となります。

【測量・登記関係】

　土地表題登記などの登記が必要となる場合、法務局との協議や登記に必要な測量

　作業などは、申請人の負担で行っていただきます。

【その他】

　その他の条件がある場合は、その処理も必要となります。

　土木調査課に提出してください。

　提出書類の確認、土地表題登記などの後、管財課へ所管換えします。

　※法令に基づき、一定の管理期間が必要な場合（不用物件管理期間等）は、２か月

　以上の日数が必要となります。

①売買契約は、管財課が行いますので、その後の手続きについては管財課へお問合せ
　ください。
②土地の価格は、所管換え後、管財課が算定いたします。（近傍公示価格（概ね固定
　資産税路線価を０．７で割った価格）の７割～１０割程度を参考価格としてご考慮
　ください。ただし、払下げを受けることで接道条件を満たすことになる場合や一体
　利用が可能となる場合などは公示価格を超える場合があります。）
　

■実測と地積測量図が異なる場合は、地積更正登記が必要となります。

■払下げする土地について、土地表題登記などの登記や売買契約に基づく所有権移転登記は、市が嘱託登記で

　行います。

■法務局と協議の結果、必要な登記手続きができない場合は、払下げもできませんのでご了承ください。

○払下げ全般に関すること 土木局土木総括室土木調査課 調査・管理チーム

○売買契約に関すること 財務局資産管理部管財課 財産管理チーム ☎ 0798-35-3416

☎ 0798-35-3685
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調査回答

（５）売買契約締結

（６）所有権移転登記完了

（１）「用途廃止事前調査依頼書」（様式第１号）の提出

（４）所管換え
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里道・水路敷などの払下げの手続きの流れ

（２）申請人作業（同意関係や測量・登記関係などの条件処理）

必要書類

ア）用途廃止・払下げ申請書（様式第４号）
イ）公共土木施設の廃止及び買受け同意書（様式第２号）
ウ）（現状有姿で払下げを受けることの）承諾書（様式第３号）
エ）その他、条件を処理したことを証する書面
オ）登記が必要となる場合、法務局に提出する書類（委任状、登記嘱
託書、土地所在図、地積測量図、不動産調査報告書　など)
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（３）「用途廃止・払下げ申請書」及び必要書類の提出
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　☆原則、道路や水路などで区切られた一定の区間が、払下げの対象区間になります。

お問い合わせ


